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根拠法  独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法（平成 14 年法律

第 165 号） 

主務府省 厚生労働省職業安定局高齢・障害者雇用対策部高齢者雇用対策課、

政策統括官付政策評価官（評価委員会庶務） 

設立年月日 平成 15 年 10 月１日 

沿 革  昭 46.5 社団法人障害者雇用促進協会 →昭 49.5 社団法人全国心身障害者雇用促

進協会→ 昭 52.3 身体障害者雇用促進協会 →(*1) 

(*1) → 昭 63.4 日本障害者雇用促進協会 

昭 53.9 財団法人高年齢者雇用開発協会 

(*2) → 平 15.10 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 

平 16.3 独立行政法人雇用・能力開発機構（平 23.10 解散） 

(*3) →平 23.10 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

目 的 高年齢者等を雇用する事業主等に対する給付金の支給、高年齢者等

の雇用に関する技術的事項についての事業主等に対する相談その他の援助、

障害者の職業生活における自立を促進するための施設の設置及び運営、障

害者の雇用に伴う経済的負担の調整の実施その他高年齢者等及び障害者の

雇用を支援するための業務並びに求職者その他の労働者の職業能力の開発

及び向上を促進するための施設の設置及び運営の業務等を行うことにより、

高年齢者等及び障害者並びに求職者その他の労働者の職業の安定その他福

祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与すること。 

業務の範囲 １．高年齢者等の雇用の機会の増大に資する措置を講ずる事業

主又はその事業主の団体に対して給付金を支給すること。２．高年齢者等

の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談

(*2) 

(*3) 



その他の援助を行うこと。３．労働者に対して、その高齢期における職業

生活の設計を行うことを容易にするために必要な助言又は指導を行うこと。

４．障害者職業センターの設置及び運営を行うこと。５．障害者職業能力

開発校のうち職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）第 16 条第４項

の規定により機構にその運営を行わせるものの運営を行うこと。６．納付

金関係業務（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第 123号）

第 49 条第１項に規定する納付金関係業務をいう。）並びに同法第 73 条第１

項、第 74 条第１項及び第 74 条の２第１項に規定する業務を行うこと。７．

職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進セン

ター（以下「職業能力開発促進センター等」という。）並びに職業能力開発

総合大学校の設置及び運営並びに職業能力開発促進センター等又は職業能

力開発総合大学校の行う職業訓練又は指導員訓練を受ける者のための宿泊

施設の設置及び運営を行うこと。８．職業訓練の実施等による特定求職者

の就職の支援に関する法律（平成 23 年法律第 47 号）第４条第１項の規定

による認定に関する事務を行うこと。９．上記１から８までに掲げる業務

に附帯する業務を行うこと。 

財務及び予算の状況 

＜資本金＞ ４３１，３３１百万円（平成２５年４月１日現在） 

＜国有財産の無償使用＞ あり 

＜予算計画＞                     （単位：百万円） 

  

区   別 
中期計画予算 

（平成 25～29年度） 
平成 25 年度予算 

収
入 

 運営費交付金   341,771 68,279 

 施設整備費補助金     9,411  1,752 

 高齢・障害者雇用開発支援事業費補助金    40,564  9,068 

 雇用開発支援事業費等補助金       298     38 

 業務収入   118,098 27,479 

 受託収入        94     50 

 その他の収入   141,316 16,330 
 計  651,552 122,996 

支
出 

 人件費   178,402 35,051 

 一般管理費    14,182  2,398 

 業務経費   451,810 87,614 

   高年齢者等助成金支給経費    42,092  9,375 

   高年齢者等雇用相談援助経費    11,499  2,278 



  

区   別 
中期計画予算 

（平成 25～29年度） 
平成 25 年度予算 

   障害者職業センター運営経費    22,227  4,420 

   障害者職業能力開発校運営経費       917    183 

   障害者雇用納付金関係経費   127,817 21,701 

   職業能力開発関係業務経費   133,524 27,376 

   特定求職者職業訓練認定業務経費     9,068  1,926 

   雇用促進住宅関係業務経費   104,665 20,355 

 施設整備費     9,411  1,752 

 受託業務費        94     50 
 計    653,899 126,865 

＜短期借入金の限度額＞ １７，０００百万円 

組織の概要 

＜役員＞ （理事長・定数１人・任期４年）小林 利治 （理事・定数５人以

内・任期２年）（理事長代理）渡延 忠、丸岡 政文、清川 啓三、桑原 幸治、

加藤 充 （監事・定数２人・任期２年）玉山 肇、（非常勤）石塚 雅範 

＜職員数＞ ６，７３２人（常勤 ３，８９１人、非常勤 ２，８４１人） 

 



＜組織図＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

理事長 理事長代理 
理   事 

雇用推進・研究部 

求職者支援訓練部 
公共職業訓練部 
住宅譲渡部 
 

国立職業リハビリテーションセンター 
 

国立吉備高原職業リハビリテーションセンター 
 

 地域障害者職業センター 
 

 職業訓練支援センター 
（職業能力開発促進センター） 

職業能力開発総合大学校 
 

 職業能力開発大学校 
 

 職業能力開発短期大学校 
 

 内部監査室 

監 事 監事室 

高齢者助成部 

雇用開発推進部 
障害者助成部 

システム総括管理室 

総務部 

経理部 
企画部 
納付金部 

【障害者職業総合センター】 

職業リハビリテーション部 

研究担当職 

職業センター 

研究企画部 



 

中期目標 

 

第１ 中期目標の期間 

独立行政法人通則法（平成11年法律第103号、以下「通則法」という。）第29条第２項第１号の

中期目標の期間は、平成25年４月１日から平成30年３月31日までの５年とする。 

 

第２ 業務運営の効率化に関する事項 

通則法第29条第２項第２号の業務運営の効率化に関する事項は、次のとおりとする。 

 

１ 機構の組織体制については、業務の効率的かつ効果的実施等の観点から以下のように見直すほか、

適宜弾力的に見直すこと。 

 

  ① 本部の管理部門については、旧雇用・能力開発機構との組織の統合時（平成23年10月）のスリ

ム化（▲20名）に加え、更に統合後３年以内に▲19名以上のスリム化に取り組むこと。 

 

     ② 本部の業務部門については、雇用促進住宅及び職業能力開発促進センター等の地方公共団体へ

の譲渡等が進むことや高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律（平成24年

法律第78号）附則第３項に規定する経過措置期間の経過とともに段階的に業務量の減少が見込ま

れる部門も見られることから、これらの部門を含め業務量の変化に見合った効率的な実施体制と

なるよう点検を行うとともに、統合によるシナジー効果を一層発揮できるよう業務運営体制を再

構築すること。 

 

③ 地方組織については、管理系システムの統合等に併せて、高齢・障害者雇用支援センター、

職業訓練支援センター等の管理事務処理体制の一元化を図ること。 

 

④ 地方施設（職業能力開発促進センター並びに職業能力開発大学校及び職業能力開発短期大学

校を除く。）については、効率的・効果的な業務運営体制を構築するため、利用者のニーズや

利便性、コスト、業務量等を勘案しつつ幅広く検討し、第３期中期目標期間中に、同一都道府

県内又は同一市町村内に複数の施設が設置されている状況を可能な限り解消すること。 

 

２ 一般管理費（人件費、新規に追加される業務、拡充業務分等を除く。）については効率的な利用

に努め、第３期中期目標期間の最終事業年度において、平成24年度予算と比べて15％以上の額を節

減すること。 

 また、業務経費（事業主等に支給する障害者雇用調整金等、宿舎等業務、新規に追加される業

務、拡充業務分等を除く。）については、第３期中期目標期間の最終事業年度において、平成24

年度予算と比べて５％以上の額を節減すること。 

 なお、上記目標の実現に当たっては、不要な支出の削減を図るため、無駄削減・業務効率化に

関する取組の人事評価への反映など自律的な取組のための体制整備を行うとともに、徹底した冗

費の削減を行うこと。 

 

３ 人件費（退職手当及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに人事院勧告を踏まえた

給与改定部分を除く。）については、政府における総人件費削減の取組を踏まえ、厳しく見直すも

のとすること。 

   また、機構の給与水準について、国家公務員の給与水準も十分考慮し、国民の理解と納得が得ら

れるよう厳しく検証を行い、これを維持する合理的な理由がない場合には必要な措置を講ずること

により、給与水準の適正化に速やかに取り組むとともに、その検証結果や取組状況については公表

するものとすること。 

 

４ 契約の適正化  

 



 

 契約については、原則として一般競争入札等によるものとし、以下の取組により、契約の適正

化を推進すること。 

 

① 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17日閣議決定）に基づ

く取組を着実に実施すること。 

 

② 一般競争入札等により契約を行う場合であっても、特に企画競争や公募を行う場合には、競

争性、透明性が十分確保される方法により実施すること。 

 

③ 監事監査、「契約監視委員会」等において、入札・契約の適正な実施について徹底的なチェ

ックを受けること。 

 

５ 保有資産の見直し  

 機構が保有する資産については、その必要性を検証し、不要資産については処分すること。 

 

① 職業能力開発総合大学校（相模原校）の敷地については、平成25年度以降に売却し国庫納付

すること。 

 

② 職員宿舎については、「独立行政法人の職員宿舎の見直しに関する実施計画」（平成24年12

月14日行政改革担当大臣決定）に基づき、入居者の円滑な退去等に配慮しつつ、今後５年を目

途に廃止等の措置を講じるとともに、国庫納付が可能な場合には、売却等の手続きを行い国庫

納付すること。 

 

６ 公共サービス改革法に基づく民間競争入札の導入 

  機構の基幹ネットワークシステムに係る保守・運用の委託業務については、公共サービス改革法

（競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号））に基づく民間競争

入札を実施し、経費の節減に努めること。   

 

７ 事業の費用対効果  

  事業の実施に要した費用及び事業によって得られた効果を把握・分析し、その結果を事業実施内

容の見直しや新たな事業展開につなげること。 

  

８ 講習及び啓発事業の事業規模についての配慮 

  機構が行う障害者の雇用に関する講習の事業及び障害者の雇用について事業主その他国民一般

の理解を高めるための啓発の事業については、障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調

整金及び在宅就業障害者特例報奨金並びに障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金の支給に支

障をきたさないように、その事業規模について配慮すること。 

 

第３ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項通則法第29条第２項第３

号の国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項は、次のとおりとする。 

 

１ 各業務共通事項 

(1) 事業主等とのネットワークの構築、連携強化 

各地域の事業主及び事業主団体等の関係機関とのネットワークを構築するとともに、個々の

事業所訪問等に際しては、高齢者雇用支援業務、障害者雇用支援業務及び職業訓練業務の各業

務に関する情報も併せて提供するなどの取組を通じて、各地域における事業主及び事業主団体

との連携強化に努めること。 

 

(2) 法人統合による業務運営におけるシナジーの一層の発揮に向けた取組 

旧高齢・障害者雇用支援機構及び旧雇用・能力開発機構がこれまで培ってきたノウハウ等を



 

共有・結集し、各支援対象者に共通する支援技法の検討や、これまでの研究・開発成果を踏ま

えた新たな活用方法についての検討など、業務運営面の連携を深め、組織全体の一体化、活性

化を図ること。 

 

２ 高年齢者等に係る雇用関係業務に関する事項   

(1) 高年齢者等の雇用の安定等に資する事業主等に対して給付金を支給することに関する事項 

 

① 高年齢者等の雇用の安定等を図るため、機構が実施する各種給付金支給業務については、

法律の目的にのっとり、適正かつ効率的な運営を図ること。 

 

② 給付金の効果的活用を図るため、事業主等に対する積極的な周知・広報を図ること。 

 

③ 高年齢者等の雇用に関する事業主等への給付金支給については、職業安定機関との連携、

適切な情報提供等により、適正な支給業務の実施を図ること。 

  また、適正な審査、調査の実施により、不正受給を防止するとともに、不正受給が発生し

た場合は、的確に対応すること。 

 

(2) 高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主その他の関係者に対して相談その他

の援助を行うことに関する事項 

高年齢者等の安定した雇用の確保、雇用管理改善等の実施、高年齢者等の多様な就業ニーズ

に応じた就業機会の確保を図るために、職業安定機関と連携しつつ、事業主等に対して必要な

支援を実施すること。 

 

① 高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援助等の実施 

      「生涯現役社会の実現」に重点を置き、「希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度

の導入」、「70歳まで働ける企業の実現」等に資するため、高年齢者雇用アドバイザーを活用

して、執行の効率化を図りつつ、機構の蓄積する専門的知見を基に事業主等に対する高年齢者

等の雇用の技術的問題全般に関する相談・援助を行い、相談・援助を実施した事業主等に対し

て追跡調査を実施し、70％以上の利用事業主等において、具体的な課題改善効果が見られるよ

うにすること。 

また、職業安定機関からの要請に基づく事業所に対する相談・助言を積極的に実施するこ

と。 

 

 ② 高年齢者雇用アドバイザーによる支援の質の向上 

高年齢者等の安定した雇用の確保の促進を図るため、賃金、人事処遇制度等高年齢者等の

雇用を進めていく上での課題解決に資する実践的手法を開発し、高年齢者雇用アドバイザー

が活用するためのツールを提供するとともに、高年齢者雇用アドバイザーの相談・援助スキ

ル、資質向上のための研修の充実を図ること。 

 

 ③ 効果的な相談・援助の充実 

①及び②に加え、人事労務管理や雇用環境整備に関する給付金の活用を組み合わせ、高年

齢者の多様なニーズに対応しつつ、その能力を最大限発揮できるよう、効果的な相談・援助

の充実を図ること。 

 

(3) 生涯現役社会の実現に向けた気運の醸成に関する事項 

  生涯現役社会の実現を目指し、生涯現役でいることについての意義や重要性などを広く国民

に周知・広報し、生涯現役社会の実現に向けた国民的な気運を醸成するための国民運動を推進

すること。 

 

 ① 啓発広報活動等の実施 



 

 高年齢者等の雇用に関する国民の理解の促進を図るため、高齢者雇用を支援する月間を設

け、高年齢者等の雇用に関するシンポジウム等の各種行事の開催、好事例の選定・表彰等を

行うとともに、刊行誌の発行、ホームページへの掲載、マスメディア等の活用、経済団体等

との連携により啓発広報活動を効果的かつ積極的に展開すること。 

 

② 高年齢者等の雇用に係る企業の好事例の効果的な活用 

企業における高年齢者の雇用環境整備に係る取組を推進するため、高年齢者等の雇用に係

る企業の好事例の効果的な活用を促進すること。 

   

(4) 労働者に対して、その高齢期における職業生活の設計を行うことを容易にするために必要な

助言又は指導を行うことに関する事項 

  生涯現役社会の実現に向けて労働者が早い段階から自らの希望と能力に応じた多様な働き方

を選択し、実現できるようにするため、職業安定機関等と密接な連携を図りながら、高齢期に

おける職業生活の設計のための助言、援助を行うこと。 

  

３ 障害者に係る雇用関係業務に関する事項  

 (1) 障害者職業センターの設置運営業務の実施に関する事項 

障害者職業センターにおける職業リハビリテーションについては、障害者各人の障害の種類及

び程度並びに希望、適性、職業経験等の条件に応じ、総合的かつ効果的に実施すること。そのた

めに、各関係機関との連携を図るとともに、職業リハビリテーションの実施に係る目標を設定し、

厳格な外部評価を実施すること。 

 

・  障害者職業総合センター（以下「総合センター」という。）については、職業リハビリテー

ションの中核的機関としての機能を最大限発揮すること。 

 

・  広域障害者職業センター（以下「広域センター」という。）については、全国の広範な地域

から職業的重度障害者を受け入れるとともに、地域センターについては、各都道府県における

中核的な職業リハビリテーション機関として、職業安定機関、障害者就業・生活支援センター、

就労移行支援事業者、教育機関、医療機関等とのネットワークを構築し、連携の強化や各種情

報の共有化を図り、職業リハビリテーションに係る人材の育成や関係機関に対する助言・援助

に取り組むこと。 

 

① 職業リハビリテーションの総合的・効果的な実施 

 ア 障害者の個々の特性に応じた専門的支援の実施 

・ 地域センターについては、サービスを希望する者の就労支援ニーズをできる限り的確に

把握し、第３期中期目標期間中に延べ147,000人以上の障害者に対し、より就職・職場定着

に結びつく効果的な職業リハビリテーションサービスを実施すること。                                                                                                                                                                                    

各地域における就労支援機関の状況を踏まえ、どの地域においても、適切な職業リハビ

リテーションを均等・公平に受けられるようにした上で、他の機関では支援が困難な障害

者（精神障害者、発達障害者、難病者等）に対する専門的支援を重点的に実施すること。

このため、職業リハビリテーションの対象となる障害者のうち、精神障害者を49,000人以

上、発達障害者を22,000人以上とすること。 

  なお、メンタルヘルス分野における医療機関との連携による精神障害者に対するリワー

ク・再就職支援を行うとともに、ニート等の自立支援機関や教育機関との連携による、発

達障害を有する若者に対する支援の充実に努めること。 

 

・ 障害者の就労の可能性を高めるため、地域センターにおける職業準備訓練、職業講習の

実施により、第３期中期目標期間中において80％以上の対象者が就職等に向かう次の段階

（職業紹介、ジョブコーチ支援事業、職業訓練、職場実習等）に移行できるようにするこ

と。   



 

  また、経済・雇用失業情勢を踏まえつつ、職業紹介等の業務を担当する職業安定機関と

の緊密な連携を図り、第３期中期目標期間中においてその修了者の就職率が50％以上とな

ることに資するため、その内容の充実を図ること。 

 

・ さらに、発達障害者に対する支援の充実・強化を図るため、総合センターが開発した「ワ

ークシステム・サポートプログラム」に加え、「求職活動支援」と「関係機関との発達障

害者就労支援ネットワークの構築」に係るノウハウを有機的に組み合わせた「発達障害者

に対する体系的支援プログラム」を全国実施すること。 

 

・ ジョブコーチ支援事業については、支援を必要とする障害者に着実に支援を実施した上

で、他の機関では支援が困難な障害者に対して重点的に支援を実施し、第３期中期目標期

間中において80％以上の定着率を達成すること。 

 

・  精神障害者の新規雇入れ、復職及び雇用継続を促進するため、地域における支援ネット

ワークを構築して、主治医等関係者との密接な連携を図り、障害者に対する職業指導及び

作業支援、事業主に対する雇用管理の助言・援助等を総合的に実施すること。 

  また、最近におけるうつ病等の精神障害による休職者の大幅な増加や休職と復職を繰り

返す、休職期間が長期化するといった復職支援の困難な事案の割合の高まりに対応するた

め、総合センターが中心となって開発した最新の支援技法を導入した個別実践型リワーク

プログラムにより、多様な精神障害者を対象に個別状況に応じたより効果的な復職支援を

行うこと。また、その支援終了者の75％以上が復職できるようにすること。 

 

・ 広域センターについては、全国の広範な地域から職業的重度障害者を受け入れるという

本来の役割を十分に果たすよう、地域センターと連携して対象者の把握・支援を行う等運

営の改善を図ること。 

     

イ 障害者の雇用管理に関する専門的な支援の実施 

地域センターにおいて、職業リハビリテーション専門機関の立場から、事業主に対する雇

用管理に関する助言その他の援助を事業主のニーズに応じて的確に実施し、障害者の就職又

は職場適応を促進すること。 

 

ウ 地域の関係機関に対する職業リハビリテーションに関する助言・援助等の実施 

  各地域における障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業者、教育機関、医療機

関、その他の関係機関がより効果的な職業リハビリテーションサービスを実施することがで

きるよう、地域センターにおいて、これらの関係機関に対する職業リハビリテーションに関

する技術的事項についての助言その他の援助を行うとともに、総合センターとの共同により

これらの関係機関の職員等への職業リハビリテーションに関する実践的な知識・技術等の向

上のためのマニュアル・教材の作成及び提供並びに実務的研修を実施すること。 

 

エ 職業リハビリテーションの専門的な人材の育成 

職業リハビリテーションの発展及び円滑な推進に資するため、総合センターにおいて、障

害者職業カウンセラーの養成及び研修を実施するとともに、障害者就業・生活支援センター

の職員や医療・福祉等の分野の支援担当者等を対象に、職業リハビリテーションに関する専

門的・技術的研修を実施し、職業リハビリテーション人材の育成を図ること。 

 

②  職業リハビリテーションに係る調査・研究及び新たな技法の開発の実施とその普及・活用の

推進 

総合センターにおいて、福祉、教育、医療から雇用への流れを踏まえ、障害者雇用対策の対

象者の拡大を図る観点から、新たな職業リハビリテーション技術や支援ツールの開発を行い、

その成果の機構内外への普及を積極的に行うとともに、成果の具体的な活用状況を把握し、そ



 

れを関係機関で共有化し、さらなる活用を図ること。 

 

ア 職業リハビリテーションに関する調査・研究の実施 

職業リハビリテーションの充実、向上に資するため、職業リハビリテーションに関する調

査・研究を実施すること。 

また、各研究テーマについて、研究の質を評価することが可能な指標を設定すること。 

 

イ 職業リハビリテーションに係る技法の開発 

福祉、教育、医療から雇用への流れを踏まえ、障害者雇用対策の対象者の拡大に資するた

め、先駆的な職業リハビリテーション技法の開発を行い、これまで開発した支援技法のニー

ズに応じた改良を行うこと。 

 

 ウ 研究・開発成果の積極的な普及・活用 

   事業主や関係機関に対して、研究・開発の成果の普及を図るための場を設けるとともに、

職業リハビリテーションに関して職業リハビリテーションの関係者や事業主にとって利用し

やすいマニュアルや教材等を作成・公開すること。また、成果を関係機関で共有化するため、

具体的な活用状況を把握し、さらなる活用を図ること。 

   

(2) 障害者職業能力開発校の運営業務の実施に関する事項 

     機構が運営業務を行う障害者職業能力開発校に関しては、精神障害者や発達障害者を含む職業

訓練上特別な支援を要する障害者（以下「特別支援障害者」という。）に対して、個々の訓練生

の障害の程度、態様等を十分考慮し、弾力的な運営を図るほか、個々の訓練生に適した訓練内容

を定めるなど、障害者の障害の特性に応じたよりきめ細かな配慮を加えた先導的な職業訓練を実

施すること。 

 

①  特別支援障害者に対する職業訓練の充実 

福祉、教育、医療から雇用への流れを踏まえ、受講者の拡大を図る観点から、関係機関と

の一層緊密な連携を図り、特別支援障害者を重点的に受け入れること。 

また、企業ニーズに的確に対応するとともに、障害者の職域拡大を念頭において、より就

職に結びつく職業訓練の実施に努めること。このため、企業による採用や職場適応について

のノウハウが確立されていない特別支援障害者について、雇入れ可能性のある企業の協力・

連携の下に、特注型の訓練メニューに基づく企業内訓練と就業継続のための技術的支援の一

体的実施による先導的職業訓練に取り組むこと。 

また、経済・雇用失業情勢を踏まえつつ、職業紹介等の業務を担当する職業安定機関との

緊密な連携を図り、第３期中期目標期間中において修了者等の就職率が80％以上となること

に資するため、利用者ニーズや求人ニーズ動向等を踏まえたカリキュラムの見直し等による

訓練内容の充実を図ること。 

 

② 障害者に対する訓練技法等の開発・普及 

ア 障害者に対する指導技法等の開発による先導的な職業訓練実施の成果をもとに、特別支

援障害者等に対する職業訓練内容、指導技法等のマニュアル等を作成し、他の障害者職業

能力開発校や、職業能力開発校等に提供すること 

イ 障害者職業能力開発校及び職業能力開発校での特別支援障害者等の受入れの促進に係る

取組を強化するため、職業訓練指導員を対象とした長期の実務演習と当該校への訪問等に

よる助言等により特別支援障害者等向け訓練コースの設置等の支援に取り組むこと 

等により、障害者職業訓練全体のレベルアップに貢献すること。 

 

(3) 納付金関係業務等の実施に関する事項 

 障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任の円滑な実現を図る観点から、障害者の雇用に

伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用の促進等を図るため設けられた「障



 

害者雇用納付金制度」に基づく、障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金、報奨金、

在宅就業障害者特例調整金、在宅就業障害者特例報奨金及び各種助成金の支給等の機構が実施

する納付金関係業務については、障害者の雇用の促進に寄与するために、法律の目的にのっと

り、適正かつ効率的な運営を図ること。 

 また、障害者の雇用に関する実践的手法の開発、講習の事業、啓発の事業を効果的に実施す

ることにより、事業主の障害者雇用の取組を支援し、障害者の雇用促進を図ること。 

 なお、障害者雇用納付金申告対象事業主等に対する調査や就労支援機器の貸出しなどの業務

については、サービスの質の維持や不正受給の防止に努めつつ、業務を効率的かつ効果的に実

施すること。 

 

 ① 障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金及

び在宅就業障害者特例報奨金の支給に関する業務の適切な実施 

 

ア 障害者雇用納付金の徴収並びに障害者雇用調整金、報奨金、在宅就業障害者特例調整金

及び在宅就業障害者特例報奨金の支給については、機構においてより厳正な審査及び効率

的な手続き等を行うことはもとより、事業主に対して障害者雇用納付金制度を十分に周知

徹底し、理解の促進を図るため、関係機関との連携を図りつつ、事業主説明会を幅広く実

施すること。 

  また、平成27年４月から障害者雇用納付金制度の適用対象企業が拡大（200人超企業→100

人超企業）することを踏まえ、地域の経済団体、業界団体等に対する協力要請や新たに対

象となる中小企業への個別訪問等による周知・啓発を実施するなどにより、中小企業等に

おける制度の理解の促進に努めること。また、障害者雇用納付金徴収業務については、現

行の収納率目標（99％以上）の水準を目指すとともに、それに向けた適正な制度運営を行

うこと。 

 

イ  障害者雇用納付金については、厳正な審査、調査の実施により、常用雇用労働者数が200

人を超える事業主については99％以上の収納率を維持するとともに、平成27年４月から新

たに適用対象となる常用雇用労働者数が100人を超え200人以下の事業主については、中期

目標期間終了時までに、同様の収納率を目指すこと。 

 

② 障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給業務の適切な実施 

 ア 障害者雇用に関する事業主等への助成金支給については、障害者雇用に係る事業主支

援・援助の実施を通じて障害者の働く場の整備を図るため、適正かつ効率的に行うことは

もとより、助成金制度、申請手続等を周知すること、事業主等が利用しやすい手続とする

こと、助成金を障害者雇用に効果的に活用できるように事業主等に対して助言・援助を行

うこと、など事業主等に対するサービスの向上を図ること。 

 

イ 助成金については、職業安定機関との連携、適切な情報提供等により、適正な支給業務

の実施を図ること。 

   また、適正な審査、調査の実施により、不正受給を防止するとともに、不正受給が発生

した場合は、的確に対応すること。 

 

③ 障害者の雇用に関する各種講習、相談・援助、実践的手法の開発、啓発 

等の事業の効果的な実施 

 

  ア 各種講習、相談・援助等の実施 

障害者を５人以上雇用する事業所に選任が義務づけられている障害者の職業生活全般

にわたる相談・指導を行う障害者職業生活相談員の資格認定講習を実施すること。 

障害者の能力と適性に応じた雇用の促進と職場定着を図るため、障害者雇用に関する専

門的な知識と経験を有する者を活用して、特に困難な課題を抱える事業主に対する障害者



 

の職域拡大や雇用管理等に関する相談･援助を効果的に実施すること。 

 

イ 実践的手法の開発・提供 

障害者の雇用・就業分野の拡大、雇用の促進及び継続を図るため、職域拡大、キャリア

アップ、職務再設計及び職場環境の改善の雇用管理に関する実践的手法を開発し、事業主

が利用しやすい報告書、マニュアル等の成果物を提供すること。 

中小企業における障害者雇用や精神障害者雇用等事業主のニーズを踏まえた障害者雇

用事例等の情報収集と事業主等への効 果的な提供を実施すること。 

 

ウ 就労支援機器の普及・啓発 

障害者の雇用促進に役立つ就労支援機器の貸出しを行い、それらの就労支援機器の普

及・啓発を図ること。 

 

エ 啓発事業の実施 

事業主や国民一般に対して障害者雇用の機運を醸成するため雇用支援月間を設け、また

障害者の職業的自立を支援するため、障害者雇用に関する様々な啓発活動を展開すること。 

    

④ 障害者の技能に関する競技大会の開催に関する事項 

産業、職業及び技術等の変化や障害者の雇用・就業の動向等を踏まえた競技種目の重点化

及び先駆的又は雇用拡大が期待される職種による技能デモンストレーション、障害者の職業

能力及び雇用に関わる展示の実施等一層効率的かつ効果的な大会運営を行うことにより、障

害者の職業能力の向上を図るとともに、企業や社会一般の人々が障害者に対する理解と認識

を深め、その雇用の促進を図ること。 

このため、大会来場者にアンケート調査を実施し、障害者の職業能力及び雇用に対する理

解が深まった旨の評価を90％以上の来場者から得られるようにすること。 

また、国際大会への選手の派遣も考慮して、国内大会の効果的な運営に努めること。 

 

４ 職業能力開発業務に関する事項 

(1) 職業能力開発促進センター等及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営の実施等に関する

事項 

① 効果的な職業訓練の実施について 

ア 職業能力開発の実施に当たっては、労使や地域における関係者の職業訓練に対するニー

ズを踏まえた、効果的・効率的な職業訓練の実施が可能となるよう、機構本部に設置した

労使等の参画による運営委員会や都道府県ごとに設置した都道府県、都道府県労働局、事

業主や労働者の代表、教育機関等の参画による地域の協議会を開催し、関係機関等と十分

に連携を図ること。 

 

イ 企業等のニーズに応えた訓練コースの設定から実施、評価、改善に至るＰＤＣＡサイク

ルによる効果的な訓練を実施する。また、就職率等の訓練成果の客観的な評価・分析を踏

まえた訓練コースの見直しを行い、訓練の質や効果的な訓練の実施を担保するとともに、

機構の実施する訓練の有効性を企業や求職者等に広く周知すること。 

 

ウ 地域ニーズも踏まえ、成長が見込まれる分野（環境・エネルギー分野等）に関連したも

のづくり分野の訓練コースの開発に取り組むこと。 

 

② 離職者を対象とする職業訓練の実施について 

雇用のセーフティネットとしての役割を果たすため、雇用失業情勢に応じて、離職者に対

し、適切かつ効果的な職業訓練を実施し、再就職に結び付けるものとすること。 

 

ア 訓練開始時から積極的に就職支援を行うこととし、訓練修了者の就職率を各年度とも



 

80％以上とするとともに、就職者のうち常用労働者として就職した者の割合の向上に取り

組むこと。 

 

イ 主にものづくり分野であって、当該地域において民間では実施できないものに限定して

実施すること。その際、各職種における求人と求職のミスマッチの状況も踏まえ、訓練コ

ースを精査した上で実施すること。また、ＰＤＣＡサイクルによる効果的な訓練の実施と

訓練コース及び訓練定員の見直しを行うとともに、公共職業安定所との連携を図り、定員

充足率の向上に取り組むこと。 

 

ウ 非正規労働者の特性に応じた実践的な職業訓練等への「橋渡し」となる訓練や日本版デ

ュアルシステムを実施すること。 

 

③ 高度技能者の養成のための職業訓練について 

産業の基盤を支える人材を育成するために、職業能力開発大学校等の専門課程においては、

技術革新に対応できる高度な知識と技能・技術を兼ね備えた実践技能者を養成し、また、応

用課程においては、生産技術・生産管理部門のリーダーとなる人材を養成するものとするこ

と。 

 

ア 専門課程及び応用課程の修了者のうち、就職希望者の就職率を各年度とも９５％以上と

すること。 

 

イ 職業能力開発大学校等について、産業構造の変化や技術革新等に対応した訓練コースの

見直しを進め、効果的な人材養成に取り組むとともに、共同研究等を通じた産学連携や他

大学等関係機関との連携強化を図る等、広くより地域に開かれたものとすること。 

 

ウ 地方公共団体との役割分担を一層明確化し、民業補完に徹する観点から、民間教育訓練

機関等の多種多様な訓練の実施の状況や昨今の地方公共団体における職業訓練の取組状況

を踏まえ、さらに、ニーズや定員の充足率、就職率を見極めた上で、今後の経済社会を担

う高度なものづくり人材を育成するため、主として若年者を対象とした高度職業訓練に特

化・重点化するとともに、入校生の確保を図り、定員充足率の向上に取り組むこと。 

 

④ 在職者を対象とする職業訓練の実施について 

産業の基盤を支える高度な職業能力を有する人材を育成するため、在職者に対し、事業主

のニーズ等に基づき、適切かつ効果的な職業訓練を実施すること。 

 

ア 受講者に対してアンケート調査を実施し、90％以上の者から職業能力の向上に役立った

旨の評価が得られるようにすること。また、事業主の指示により職業訓練を受講した場合

については、当該事業主についてもアンケート調査を実施し、90％以上の者から受講者に

職業能力の向上が見られた旨の評価が得られるようにすること。        

なお、アンケート調査の実施に当たっては、当該調査で得られた意見をより的確に把握

できるようにするとともに、当該調査結果を分析して業務の質の向上に反映できるよう

にすること。 

 

イ 在職者訓練の効果を客観的に把握する観点から、受講者が習得した能力について職場で

の適用状況の確認・評価を実施すること。 

 

ウ 地方公共団体との役割分担の一層の明確化を図るとともに、民業補完に徹する観点から、

民間教育訓練機関等の多種多様な訓練の実施の状況や昨今の地方公共団体における職業

訓練の取組状況を踏まえ、中小企業等を主な対象として、ものづくり分野を中心に真に高

度なものに限定して実施すること。 



 

また、中小企業等を主な対象としていることに配慮しつつ、適切な費用負担を求めるこ

と。 

 

⑤ 事業主等との連携・支援について 

事業主等との連携による訓練カリキュラムの開発や訓練の実施、その求めに応じた職業訓

練指導員の派遣、訓練設備の貸与、訓練ノウハウ・情報の提供等を行うなど、事業主等が効

果的に職業訓練を実施できるよう、連携・支援を行うこと。その際、適切な費用負担を求め

ること。 

また、成長が見込まれる分野（環境・エネルギー分野等）で事業展開を進める事業主等に

対し、人材育成に関する支援を実施すること。 

 

⑥ 職業訓練指導員の養成について 

職業訓練指導員については、職業能力開発に関するニーズに的確に対応するため、技能習

得の指導ができるだけでなく、訓練のコーディネート、キャリア・コンサルティング、就職

支援など、公共だけではなく民間においても対応できる幅広い能力を有する人材を養成する

こと。 

また、職業訓練指導員の養成については、ハイレベル訓練（仮称）の創設（平成26年度）、

及び現職の職業訓練指導員を対象としたスキルアップ訓練の段階的な拡充を行うこと。 

 

⑦ 訓練コースの開発、民間教育訓練機関の教育訓練サービスの質の向上等について 

政策的必要性の高い分野を中心に、非正規労働者の特性、産業構造の変化や技術革新等に

対応した訓練コースの開発、人材ニーズの把握、キャリア形成の過程の把握、職業訓練技法

の開発等効果的・効率的な職業訓練の実施に資する調査・研究を実施するとともに、その成

果を民間教育訓練機関、地方公共団体等に提供する等、普及の強化に取り組むこと。 

さらに、訓練コースの開発に際しては、企業や教育機関等とも連携したコンソーシアム方

式を活用するなど、地域の訓練資源の活用、地域ニーズに応じた訓練コースの開発・普及に

取り組むこと。 

また、民間教育訓練機関における人材のスキルアップのための取組等を検討し、民間教育

訓練機関の教育訓練サービスの質を維持・向上させるための支援を実施すること。 

 

⑧ 職業能力開発分野の国際連携・協力の推進について 

国、国際協力機構（ＪＩＣＡ）等の委託又は依頼を受けて、開発途上国における人材養成

や国内における研修生の受入れ等を積極的・効率的・効果的に推進すること。 

 

⑨ 公共職業能力開発施設について 

独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)を踏まえ、厚生

労働省の方針のもと、以下の取組を適切に行うこと。 

 

ア 職業能力開発促進センター及び職業能力開発大学校・短期大学校（以下「ポリテクセン

ター等」という。）については、受入条件が整う都道府県へ移管することとされているこ

とを重く受け止め、現行の譲渡条件の期限（平成26年３月31日）までの間、都道府県との

移管協議を主体的かつ積極的に進めること。 

 

イ 都道府県との移管協議を進めるに当たっては、これまで移管に至らなかった原因を十分

に把握・分析し、都道府県内における産業の集積状況や職業能力開発施設の設置状況、受

講者の居住地の実態等を勘案して移管の可能性の高いものから優先的に協議を進めること。 

 

ウ ポリテクセンター等については、現状において、同一都道府県内に複数存在するものな

ど経年的に定員充足率が低調なものについては、訓練定員の見直し等を行っても改善に至

らない場合は、統廃合を含めて検討すること。 



 

 

エ ポリテクセンター等については、厳しい雇用失業情勢に配慮しつつ、都道府県とも連携

して、地域において必要な訓練の質と量を確保すること。 

 

オ 上記各施設の在り方等の見直しに当たっては、施設ごとのセグメント情報や業務実績を

十分に踏まえ、具体的な業務運営の達成目標を定めた上で、その業務量に応じた適切な人

員やコストとなっているかを検討し、必要な措置を講ずること。 

 

カ 上記各施設の運営の在り方については、厚生労働省とも連携をして検討を行うこと。 

 

(2)  求職者支援制度に係る職業訓練の認定業務等に関する事項 

 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平成23年法律第47号）に基

づく職業訓練の認定を的確に実施すること。 

 また、認定職業訓練が円滑かつ効果的に行われるよう、（職業訓練実施計画も踏まえて）機

構が有する職業訓練ノウハウを活用し、必要な指導及び助言を行うこと。 

 

 

第４ 財務内容の改善に関する事項  

通則法第29条第２項第４号の財務内容の改善に関する事項は、次のとおりとする。 

 

１ 管理業務の節減を行うとともに、効率的な施設運営を行うこと等により、固定的経費の節減を図

ること。 

 

２ 運営費交付金を充当して行う事業については、「第２ 業務運営の効率化に関する事項」で定め

た事項に配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行うこと。 

  なお、毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した

上で、厳格に行うこと。 

  

３ 障害者雇用納付金に係る積立金については、納付金が障害者の雇用に伴う、経済的な負担の調整

並びにその雇用の促進及び継続を図るために、法律に基づき、事業主から徴収しているものである

ことにかんがみ、適正にその運用及び管理を行うこと。 

 

４ 暫定的に行う雇用促進住宅業務については下記に従い、譲渡等を推進すること。 

(1) 「規制改革推進のための３か年計画」（平成19年６月22日閣議決定）等に基づき、民間事業

者等の知見・ノウハウを活用しながら、総収益の最大化を図りつつ、現に入居者がいることを

踏まえた上で、雇用促進住宅の売却方法について常に工夫を行いつつ、譲渡を着実に推進し、

これを可能な限り前倒しできるよう取り組み、遅くとも平成33年度までにすべての譲渡・廃止

を完了すること。ただし、必要と認められる間、震災による被災者等に対する支援策として、

雇用促進住宅を活用することとし、現に入居している者への配慮をしつつ、その適切な実施に

留意すること。 

 

(2) 譲渡・廃止が完了するまでの間は、独立採算による合理的な経営に努めること。 

 

(3) 譲渡が完了した雇用促進住宅については、国庫納付すること。 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

   通則法第29条第２項第５号のその他業務運営に関する重要事項については次のとおりとする。 

 

 １ ニーズの適確な把握等 

   サービスを希望する者が適切な時期に適切なサービスを受けられるようにするため、利用者の機



 

会の均等・公平の観点から、ニーズの適確な把握、ニーズを踏まえた適正なサービスの提供を図る

よう、事業の周知や関係機関への協力要請を積極的に実施するとともに、事業主団体、障害者団体

等と情報交換を行うほか、機構の業務に関する要望、意見等を聞くことを目的とする場を設けるこ

と。 

  

２ 利便性の向上 

  利用者に対するアンケート調査を積極的に実施し、その結果を業務改善につなげることにより、

利用者の要望を踏まえた業務運営を行うこと。 

  高年齢者等や障害者の雇用問題等に関する情報及び求職者や在職者等に対する職業訓練実施状

況等に関する情報をホームページにおいて公表し、高年齢者等や障害者の雇用問題等に関する情報

及び求職者や在職者等に対する職業訓練実施状況等に関する情報の効率的な活用と国民の理解の

促進を図ること。また、給付金及び助成金の支給申請事業主等の利便性を図るため、支給要件、助

成額、申請窓口等をホームページ等で公開すること。 

  また、障害者雇用納付金の徴収及び調整金等の支給業務については、事業主の利便性の向上を図

るため、申告・申請手続の簡素化及び電算機処理システムの改定など、適正かつ効率的に実施する

こと。 

 

３ 業績評価の実施及び公表による業務内容の充実等 

適正な業務の推進に資するため業績評価を行い、業務運営に反映する。     さらに、業

務内容の透明性を高め、業務内容の充実を図る観点から、設定 

した目標の達成状況、業績評価の結果や機構の業務の内容について、ホームページ等において、

積極的かつ分かりやすく公表すること。 

 

４ 内部統制の充実・強化 

   内部統制については、総務省の「独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会」が平成

22年３月に公表した報告書（「独立行政法人における内部統制と評価について」）及び総務省政策

評価・独立行政法人評価委員会から独立行政法人等の業務実績に関する評価の結果等の意見として

厚生労働省独立行政法人評価委員会等に通知した事項を参考に更に充実・強化を図ること。 

 

５ 政府の方針を踏まえ、適切な情報セキュリティ対策を推進すること。 

 

６ 既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施すること。 



貸 借 対 照 表 (法人全体)

(単位： 円)
資産の部

Ⅰ 流動資産
現金及び預金 63,966,184,048
未収金 5,791,099,345

貸倒引当金 △ 108,167,675 5,682,931,670
たな卸資産 1,418,824
仮払金 935,830
前払金 1,418,453
前払費用 27,352,548
未収収益 164,410

流動資産合計 69,680,405,783

Ⅱ 固定資産
１ 有形固定資産

建物 150,383,427,954
減価償却累計額 △ 15,760,748,884
減損損失累計額 △ 4,433,512,353 130,189,166,717

構築物 6,367,552,440
減価償却累計額 △ 1,655,915,640
減損損失累計額 △ 57,102,712 4,654,534,088

機械装置 19,296,874,688
減価償却累計額 △ 4,740,133,430 14,556,741,258

車両運搬具 370,722,981
減価償却累計額 △ 229,582,042 141,140,939

工具器具備品 1,722,296,804
減価償却累計額 △ 934,098,594 788,198,210

土地 294,625,773,445
減損損失累計額 △ 387,998,927 294,237,774,518

建設仮勘定 358,729,205

有形固定資産合計 444,926,284,935

２ 無形固定資産
電話加入権 2,607

無形固定資産合計 2,607

３ 投資その他の資産
長期未収金 136,997,574
金銭の信託 2,000,000,000
敷金 342,146,939
破産更生債権等 2,458,497,935

貸倒引当金 △ 2,458,497,935 0
差入保証金 15,000,000

投資その他の資産合計 2,494,144,513
固定資産合計 447,420,432,055

資産合計 517,100,837,838

( 平成２５年 ３月 ３１日 )

【独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構】



貸 借 対 照 表 (法人全体)

(単位： 円)
( 平成２５年 ３月 ３１日 )

負債の部

Ⅰ 流動負債
預り寄附金 13,720,746
未払金 12,880,319,592
未払費用 40,802,612
未払消費税 69,829,800
前受金 1,879,661,347
短期リース債務 2,097,527,428
預り金 4,630,214,699
引当金

賞与引当金 86,800,930 86,800,930
資産除去債務 52,310,989

流動負債合計 21,751,188,143

Ⅱ 固定負債
資産見返負債

資産見返運営費交付金 14,334,080,351
資産見返寄附金 26,589,643
建設仮勘定見返運営費交付金 28,889,023
建設仮勘定見返施設費 247,542,500 14,637,101,517

長期リース債務 2,700,856,347
長期預り金 2,625,552,990
引当金

退職給付引当金 2,001,962,499 2,001,962,499
資産除去債務 13,916,524,631

固定負債合計 35,881,997,984

Ⅲ 法令に基づく引当金等
納付金関係業務引当金 7,632,174,764

法令に基づく引当金等合計 7,632,174,764
負債合計 65,265,360,891

純資産の部

Ⅰ 資本金
政府出資金 431,109,194,255
地方公共団体出資金 221,596,533

資本金合計 431,330,790,788

Ⅱ 資本剰余金
資本剰余金 2,805,510,879
損益外減価償却累計額（△） △ 17,528,891,950
損益外減損損失累計額（△） △ 4,627,423,190
損益外利息費用累計額（△） △ 334,820,634

資本剰余金合計 △ 19,685,624,895

Ⅲ 利益剰余金
前中期目標期間繰越積立金

障害者雇用納付金勘定積立金 2,651,021
宿舎等勘定積立金 14,249,198,467 14,251,849,488

積立金 2,460,711,638
当期未処分利益 23,477,749,928

(うち当期総利益 23,477,749,928 )
利益剰余金合計 40,190,311,054

純資産合計 451,835,476,947
負債純資産合計 517,100,837,838



損 益 計 算 書 (法人全体)

経常費用

業務費
人件費 30,808,643,931
助成金 3,129,504,000
支給金 21,230,981,302
納付金等還付金 200,555,000
業務委託費 13,523,134,817
減価償却費 4,986,524,620
貸倒引当金繰入 430,664,567
賞与引当金繰入 69,512,891
退職給付費用 144,077,613
その他の業務費 32,032,829,472 106,556,428,213

一般管理費
人件費 1,566,860,410
減価償却費 36,810,125
賞与引当金繰入 17,288,039
退職給付費用 6,942,555
その他の一般管理費 2,086,191,250 3,714,092,379

財務費用
支払利息 160,827,856 160,827,856

経常費用合計 110,431,348,448

経常収益

運営費交付金収益
運営費交付金収益 76,475,472,624
建設仮勘定見返運営費交付金戻入 158,130
資産見返運営費交付金戻入 1,897,311,866 78,372,942,620

補助金等収益
補助金等収益 3,144,931,615 3,144,931,615

納付金収入 18,315,365,000

業務収益
職業能力開発収益 3,758,734,318
宿舎等業務収益 23,387,852,872
その他の事業収益 576,678,320 27,723,265,510

受託収益
政府受託収入 69,508,626
民間団体等受託収入 22,867,972 92,376,598

施設費収益 235,214,312

国庫納付控除金収益 433,658,017

寄附金収益
寄附金収益 7,022,093
資産見返寄附金戻入 9,501,241 16,523,334

財務収益
受取利息 44,310,125
信託運用益 260,555,846 304,865,971

雑益 926,438,729

経常収益合計 129,565,581,706

経常利益 19,134,233,258

( 平成２４年 ４月 １日 ～ 平成２５年 ３月 ３１日 )
(単位： 円)
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( 平成２４年 ４月 １日 ～ 平成２５年 ３月 ３１日 )
(単位： 円)

臨時損失

固定資産除却損 11,753,725

臨時損失合計 11,753,725

臨時利益

納付金関係業務引当金戻入 4,355,270,395

臨時利益合計 4,355,270,395

当期純利益 23,477,749,928

当期総利益 23,477,749,928


